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平成２３年度新しい公共支援事業に伴う活動基盤整備事業委託業務業者選定実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は，平成２３年度新しい公共支援事業に伴う活動基盤整備事業委託業務（以下

「本業務」という。）について，委託事業の実施細目毎に委託業者の選定を公募型プロポーザ

ル方式により実施するために必要な事項を定めるものとする。 

 

（応募資格） 

第２条 次に掲げる要件を全て満たすＮＰＯ等（特定非営利活動法人，ボランティア団体，公益 

法人，社会福祉法人，学校法人，地縁組織又は協同組合等の民間非営利組織）とする。 

（１） 茨城県内に主たる事業所を有し，茨城県内を中心に活動している組織・団体等であるこ 

  と。 

（２）新しい公共の活動を適確に遂行する意欲や能力を有していること。 

（３）著しく特定の個人又は団体の利益を図る活動を実施している組織・団体等ではないこと。 

（４）宗教活動又は政治活動を主たる目的とする組織・団体等ではないこと。 

（５）暴力団もしくは暴力団員の統制の下にある又は暴力団の構成員等が役員にいる組織・団 

  体等ではないこと。 

（６）定款，規約，またはそれに相当する文書を有し，適正な事業計画書，予算及び決算書が 

  整備されていること。 

 

（公募文書の作成等） 

第３条 生活文化課県民運動推進室長（以下「室長」という。）は，プロポーザル方式による業

務委託先の公募に関する文書（以下「公募文書」という。）を茨城県のホームページにおいて

公表するものとする。 

 

（説明書の作成等） 

第４条 室長は，委託事業の受託者公募に関する説明書（以下「説明書」という。）を作成する 

 ものとする。この場合において，説明書には，別冊として公募文書並びに本業務に係る仕様書 

を添えるものとする。 

２ 説明書は，公募文書の公表と同時に生活文化課県民運動推進室内に備え置き，閲覧に供する 

 とともに，必要に応じて交付するものとする。 

３ 説明書の交付期間及び交付場所は，公募文書において明らかにするものとする。 

 

（応募書類の提出等） 

第５条 応募書類の提出方法，提出先，提出期限等は，公募文書において明らかにするものとす 

 る。 

 

（プロポーザルの審査） 

第６条 別に定める「平成２３度新しい公共支援事業に伴う基盤整備事業委託業務プロポーザル

審査会（以 下「審査会」という。）」において，書面により審査する。なお，審査は，プロ
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ポーザル審査個別表（様式第１号付表）審査基準に基づき，委員一人当たりの平均点の高い者

を選定するものとし，委員長がプロポーザル審査結果表（様式第１号）を作成するものとする。 

   

（採用及び不採用理由の通知） 

第７条 室長は，選定された者に対して採用通知書（様式第２号）を，選定されなかった者に対 

 して不採用通知書（様式第３号）をそれぞれ送付するものとする。 

２ 不採用の通知を受けた者は，通知を受けた日から起算して５日以内に，書面により，室長に 

 対して，不採用の理由について説明を求めることができるものとする。 

３ 室長は，前項の規定により，説明を求めた者に対して，当該説明を求めることができる期間 

 の最終日の翌日から起算して原則として５日以内に，書面により回答するものとする。 

 

（契約方法） 

第８条 提出されたプロポーザルに基づき，受託候補者との詳細仕様及び契約内容の協議を経

て，随意契約により委託契約を締結する。 

  なお，協議の結果，合意に至らなかった場合には，評価次点者との協議を行う。 

 

（補則） 

第９条 提出された書類は返却しないものとする。また，提出者に無断で他の目的に使用しない 

 こととする。 

 
 
 
 


